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証券コード　5905

平成26年６月10日

株　主　各　位

埼玉県さいたま市北区吉野町２丁目275番地

日 本 製 罐 株 式 会 社
取締役社長 城 座 隆 夫

第109期定時株主総会招集ご通知

拝啓  平素は格別のご支援を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第109期定時株主総会を下記により開催いたしますので、

ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成26年６月26日（木曜日）
午後５時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１.日 時 平成26年６月27日（金曜日）午前10時
２.場 所 埼玉県さいたま市北区吉野町２丁目275番地

日本製罐株式会社　本社　３階会議室
３.目 的 事 項

報 告 事 項   第109期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）
  事業報告および計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 監査役1名選任の件
第３号議案 補欠監査役1名選任の件

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出

くださいますようお願い申しあげます。

◎計算書類の個別注記表につきましては、法令および当社定款第16条の規程に基

づきインターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.nihonseikan.co.jp/）

に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付資料には記載しておりません。

なお、個別注記表は監査役および会計監査人が監査報告書を作成するに際して、

計算書類の一部であります。

◎株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類に修正が生じた場合は、インタ

ーネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.nihonseikan.co.jp/）に掲載させ

ていただきます。

－ 1 －

株主各位
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（提供書面）

事　業　報　告

(平成25年４月１日から)平成26年３月31日まで

１．会社の現況
(1) 当事業年度の事業の状況
①事業の経過および成果
当事業年度におけるわが国経済は、政府・日銀による経済政策および大規

模な金融緩和に伴う円安・株高を背景に、国内景気は実質ＧＤＰが４四半期
連続してプラス成長になり、日本経済は着実に上向いてきました。
　製缶業界におきましては、被災地を中心に製造業の国内生産の減少に伴い
製品需要が構造的に減少しており、民間設備投資もリーマンショック時の痛
手を払拭できず、慎重な姿勢に終始した中で、鉄鋼価格は高水準に変わりな
く、動力燃料費等の高騰により、高コストの環境が続いております。
　このような経営環境の中で、当社の当事業年度の実績は、売上高5,621百万
円（前事業年度比337百万円で6.4％の増収）、営業損失36百万円（前事業年
度は、営業損失205百万円で168百万円の改善）、経常利益76百万円（前事業
年度は、経常損失130百万円で206百万円の改善）、当期純利益は76百万円（前
事業年度は、当期純利益13百万円で63百万円の増加）となりました。

　製品別の売上高は、18ℓ缶は3,890百万円で前事業年度比3.7％の増加、美術
缶は1,477百万円で前事業年度比12.2％の増加、その他は253百万円で前事業
年度比18.6％の増加となりました。

　当事業年度における製品別の売上高は次のとおりです。
  (製品別売上高)

　　期別
品名

第 109 期
（平成26年３月期）

第 108 期
（平成25年３月期）

金 額 構 成 比 金 額 構 成 比

百万円 ％ 百万円 ％

1 8 ℓ 缶 3,890 69.2 3,753 71.0

美 術 缶 1,477 26.3 1,316 24.9

そ の 他 253 4.5 213 4.1

合 計 5,621 100.0 5,283 100.0

－ 2 －

当事業年度の事業の状況
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②　設備投資の状況
当事業年度において実施いたしました会社の設備投資の総額は104百万

円、その主なものは、18ℓ缶・美術缶設備の改修および更新であります。
③　資金調達の状況

当事業年度において、設備投資資金は、自己資金並びに金融機関からの
借入金を充当しております。

(2) 直前３事業年度の財産および損益の状況

　年　度
　区　分

第106期

(平成23年3月期)

第107期

(平成24年3月期)

第108期

(平成25年3月期)

第109期

(当事業年度)
(平成26年3月期)

売 上 高(百万円) 6,363 5,071 5,283 5,621

経 常 利 益(百万円) △95 △564 △130 76

当 期 純 利 益(百万円) △194 △622 13 76

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

(円) △16.84 △53.74 1.18 6.63

総 資 産(百万円) 8,928 8,416 8,485 9,118

純 資 産(百万円) 2,725 2,150 2,274 2,705

１ 株 当 た り
純 資 産 額

(円) 235.49 185.79 196.51 233.40

（注）△は損失を示しております。

(3) 重要な親会社および子会社の状況
①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　子会社の状況
該当事項はありません。

－ 3 －

当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産および損益の状況、重要な親会社および子会社の状況
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(4) 対処すべき課題

製缶業界を取巻く環境は、人口減少・国内産業の空洞化・代替素材の開発

等による内需の減少傾向が続く中で、主材料である鋼材価格が依然として高

価格水準にあり、電気やガスの値上げに伴う動力燃料費等、製造経費の増加

等厳しい状況が続いております。

かかる環境下、当社は、お客様にご満足いただける高品質製品を安定的に

提供していくために、需要に見合った柔軟な製造体制を確立し安定した経営

基盤を構築していく所存であります。

株主の皆様におかれましては、何卒今後とも変わらぬご支援、ご協力を賜

りますようお願い申しあげます。

(5) 主要な事業内容（平成26年３月31日現在）

当社は、金属缶の製造、販売を主たる事業としております。

事 業 内 容 主 要 製 品

1 8 ℓ 缶 事 業 主に塗料・化学・食品用18ℓ缶

美 術 缶 事 業 主に粉乳缶・海苔缶・変寸缶

そ の 他 事 業 缶の付属品等および製缶設備の販売

(6) 主要な営業所および工場（平成26年３月31日現在）

名 称 所 在 地

本社および本社工場 さいたま市北区

千 葉 工 場 千葉県山武郡九十九里町

－ 4 －

対処すべき課題、主要な事業内容、主要な営業所および工場
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(7) 使用人の状況（平成26年３月31日現在）

事 業 部 門 使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減

1 8 ℓ 缶 事 業 38（13）名 4（ 4名増）名減

美 術 缶 事 業 22 （7）名 1    （－）名減

間 接 部 門 36 （7）名 2（ 1名増）名増

計 96（27）名 3（ 5名増）名減

平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

40.6歳 13.6年

　（注）使用人数は就業員数であり、パートおよび嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外

数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（平成26年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,378百万円

株 式 会 社 武 蔵 野 銀 行 636百万円

(9) その他会社の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

－ 5 －

使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項
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２．株式の状況（平成26年３月31日現在）

(1)　発行可能株式総数 49,000,000株

(2)　発行済株式の総数 11,600,000株

(3)　株主数 1,261名

(4)　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

伊 藤 忠 丸 紅 鉄 鋼 株 式 会 社 1,560千株 13.5％

新 日 鐵 住 金 株 式 会 社 1,050千株 9.1％

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 573千株 5.0％

村 山 信 也 567千株 4.9％

大 宮 中 央 ビ ル 商 店 街 協 同 組 合 462千株 4.0％

西 川 誠 一 327千株 2.8％

伊 藤 正 美 293千株 2.5％

川 俣 靜 子 239千株 2.1％

ス チ ー ル リ ー フ 株 式 会 社 239千株 2.1％

株 式 会 社 武 蔵 野 銀 行 210千株 1.8％

(注）持株比率は自己株式（31,130株）を控除して計算しております。

３．新株予約権等の状況
当事業年度末日において当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

平成25年10月29日
新株予約権

の数
目的である株
式の種類・数

行使価格 人数 権利行使期間

取締役会
（注1）

48個 48,000株 1円
2名

（注2）

平成25年11月13日から
平成55年11月12日まで

（注3）

（注１）当社は、株主重視の経営意識を一層促進することを目的として、役員退職慰労金にかわ

　　る制度として株式1株当たりの行使価格を1円とする株式報酬型ストックオプションのための

　　新株予約権の発行を取締役会で決議しております。

（注２）社外取締役および監査役に付与しておりません。

(注３）権利行使期間は記載の期間内で、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から10日以内と

　　し（死亡退任のときを除く）、行使にあたっては発行された新株予約権を一括してのみ行使

　　することができるものとしております。

　　上記新株予約権の行使に際しては、自己株式を充当する予定であり、発行済株式の総数は

　増加しない見込みです。

－ 6 －

株式の状況、新株予約権等の状況
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４．会社役員の状況
(1) 取締役および監査役の状況（平成26年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役社長 城 座 隆 夫

専 務 取 締 役 馬　場　敬太郎 営業部長(兼)管理部長

取 締 役 後 藤 昌 之 経営企画部長（兼）総務部長

取 締 役 須 賀 章 二 製造部長

取 締 役 井 上 淳 嗣 経理部長

取 締 役 塔 下 辰 彦
伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社
取締役（兼）常務執行役員

監査役（常勤） 小宮山　和　彦

監 査 役 川 俣 　 靖

監 査 役 関 根 英 俊 関根英俊税理士事務所所長

監 査 役 西 尾 文 隆
伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社
鋼材第二本部特板部長

　　（注）１．取締役塔下辰彦氏は、社外取締役であります。

　　　　　２．監査役関根英俊氏、監査役西尾文隆氏は社外監査役であります。

　　　　　　　また、監査役関根英俊氏は税理士であり、財務・会計に関する相当程度の知見を

　　　　　　　有しております。

　　　　　３．平成26年４月１日付で取締役の地位および担当を以下のとおり変更しておりま

　　　　　　　す。また、同日付で総務部総務課は管理部総務課に組織変更しております。

　　　　　　　・専務取締役馬場敬太郎氏は、営業部長（兼）管理部長から営業部長に就任いた

　　　　　　　しました。

　　　　　　　・取締役後藤昌之氏は、経営企画部長（兼）総務部長から経営企画部長（兼）管

　　　　　　　理部長に就任いたしました。

　　　　　４．監査役関根英俊氏は、東京証券取引所に対し独立役員として指定し、同取引所に

届け出ております。

　　　　　５．平成26年４月25日をもって、監査役西尾文隆氏は辞任により退任いたしました。

また、同日付で補欠監査役であります川合正明氏が監査役に就任しておりま

す。

(2) 事業年度中に退任した取締役、監査役

氏 名 退 任 日 退 任 事 由
退任時の地位・担当および重要
な兼職状況

鈴 木 泰 夫 平成25年６月27日 任 期 満 了 取締役経理部長

橋 本 直 道 平成25年６月27日 任 期 満 了 取締役

伊 東 重 仁 平成25年６月27日 任 期 満 了
社外取締役
伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社
鋼材第二本部長代行

松 田 豊 彦 平成25年６月27日 辞 任

社外監査役
伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社
執行役員　経営管理本部長代行
（兼）関連事業部長

－ 7 －

会社役員の状況
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(3) 取締役および監査役の報酬等
　　当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（う　 ち　 社　 外　 取　 締　 役）

7名
（－）

42,091千円
（－）

監 査 役
（う　 ち　 社　 外　 監　 査　 役）

3名
（1）

15,888千円
（2,410）

合 計 10名 57,979千円

　（注）１．上記には、平成25年６月27日開催の第108期定時株主総会終結の時をもって退任し

　　　　　　た取締役２名を含み、無報酬の取締役２名、監査役２名を除いております。

　　　　２．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

　使用人兼務取締役には、上記のほかに使用人分給与22,890千円（支給人員4名）

　を支払っております。

　３．取締役の報酬限度額は、平成９年６月27日開催の第92期定時株主総会において年

　　　額90,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいておりま

      す。

　４．監査役の報酬限度額は、平成４年６月26日開催の第87期定時株主総会において年額

　　　25,000千円以内と決議いただいております。

　５．上記の報酬等の総額には、ストック・オプション報酬として割り当てた新株予約権

　　　に係る当事業年度における費用計上額として、次の金額が含まれております。

　　　　　取締役２名　　3,210千円

(4) 当事業年度に支払った役員退職慰労金

　　平成25年６月27日開催の第108期定時株主総会決議に基づき、同総会終

結の時をもって退任した取締役および監査役に対し支払った役員退職

慰労金は以下のとおりであります。

　・取締役　２名　 7,095千円

　　なお、当事業年度末現在の役員退職慰労引当金の残高（当事業年度及

び過年度の事業報告において開示した役員退職慰労引当金繰入額を除

く。）は、以下のとおりであります。

　・取締役　２名　15,785千円

　・監査役　３名　 2,662千円

(5) 社外役員に関する事項

①　他の法人等との兼職状況および当社と当該他の法人等との関係

・取締役塔下辰彦氏は、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社の取締役（兼）常務執

行役員を兼務しております。同社は当社の大株主であり、当社の鋼材

仕入窓口の商社であります。

－ 8 －

会社役員の状況
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・監査役関根英俊氏は、関根英俊税理士事務所の所長を兼務しておりま

す。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

・監査役西尾文隆氏は、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社の鋼材第二本部特板部

長を兼務しております。同社は、当社の大株主であり、当社の鋼材仕

入窓口の商社であります。

②　当事業年度における主な活動状況

・取締役会および監査役会への出席状況

取締役会（9回開催） 監査役会（7回開催）

出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率

取 締 役 塔 下 辰 彦 5回 83％ －回 －％

監 査 役 関 根 英 俊 9回 100％ 7回 100％

監 査 役 西 尾 文 隆 5回 83％ 4回 80％

(注）取締役伊東重仁、監査役松田豊彦は平成25年６月27日に辞任、取締役塔下辰彦、監査役
西尾文隆は同日に就任しております。出席率は就任後開催された取締役会・監査役会の回数
により算出しております。

・取締役会における発言状況

取締役塔下辰彦、監査役西尾文隆は永年培ってきたビジネス経験をも

とに、監査役関根英俊は税理士としての専門的見地から、取締役会の

意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており

ます。

・監査役会における発言状況

監査役関根英俊、監査役西尾文隆は、各々永年に亘るビジネス経験、

税理士としての経験をもとに、大所高所から企業統治強化に資する発

言を行っております。

－ 9 －

会社役員の状況
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５．会計監査人の状況
(1)　名称　　　　　　　　　 監査法人セントラル

(2)　報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 9,000千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利
益の合計額

9,000千円

　（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬額を明確に区分しておらず、実質的に区分できませんので、

当該事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しており

ます。

(3)　非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4)　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、または、監査役会

の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目

的とすることといたします。

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当

すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監

査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後

最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任

の理由を報告いたします。

(5)　責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

－ 10 －

会計監査人の状況
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６．業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体

制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

は以下のとおりであります。

(1) 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための

体制

社内における法令遵守体制をより明確化し、コンプライアンス尊重の意

識を組織の隅々にまで浸透させる。

そのために、

①　コンプライアンスポリシー（企業行動基準）の制定

②　コンプライアンス担当役員の選定

③　コンプライアンス担当部署の決定

④　コンプライアンス・マニュアル（社内ルール）の作成

⑤　コンプライアンス研修の実施

⑥　内部監査の実施、等を行う。

以上のほか、反社会的勢力排除に向けて取締役会で決定した基本方針と

して、企業行動基準において「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社

会的勢力や団体とは、会社として一切係わりを持たず、不法・不当な要求

には一切応じません。」としております。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役は、文書管理規程を策定し、規程に定めた文書については、関連

資料とともに、規定の期間これを保管するとともに、必要に応じて閲覧可

能な状態を維持することとする。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

全社的管理リスクの特定と管理体制の整備を行う。

社内各部は、それぞれ所管するリスクの軽減管理を行う。各部長・室長

は、四半期ごとに定例取締役会において所管するリスクの管理の状況を報

告する。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

中期事業計画を定め、会社として達成すべき目標を明確化するとともに、

取締役ごとに業績目標を明確化し、かつその評価方法を明らかにするもの

とする。

なお、会社の重要な事項については取締役の合議制により慎重な意思決

定を行う。

－ 11 －

業務の適正を確保するための体制
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(5) 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための

体制

前記①コンプライアンス体制に包含する。

(6) 会社ならびに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するた

めの体制

　該当なし。

(7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項

監査役を補助すべき使用人が必要と認められるときで、常設的な人材配

置が困難な場合は人員と期間を限って配置する。

(8) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

前号の使用人の選定については監査役会の事前の同意を得るものとし、

また当該期間の人事管理については監査役会に委ねる。

(9) 取締役および使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役へ

の報告に関する体制

① 取締役および使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し、また

は発生する恐れがあるとき、役職員による違法または不正な行為を発見

したとき、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたとき

は監査役に報告する。

その実効性を担保するため、「内部通報制度」を創設する。

② 取締役は、定期的に担当する部のリスク管理体制について報告するもの

とするが、「前記③」（リスク管理体制）による取締役会（監査役の出

席する取締役会）への報告を以て代えることができる。

(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 役職員の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備する

よう努める。

② 代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、また社内と監査役との連

携を図り、適切な意思疎通および効果的な監査業務の遂行を図る。

(11) 財務報告の適正性を確保するための体制

　　「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」に則して、財務諸表

が適正に作成されるシステムを構築し機能させ、信頼性のある財務諸表を

外部に開示する。

７．会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。

－ 12 －
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貸　借　対　照　表
（平成26年３月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

前 払 費 用

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

電 話 加 入 権

ソ フ ト ウ ェ ア

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

賃 貸 不 動 産

関 係 会 社 株 式

破 産 更 生 債 権 等

そ の 他

貸 倒 引 当 金

3,080,229

956,880

169,463

243,623

1,201,316

94,812

306,119

81,462

13,815

2,700

11,435

△1,401

6,038,571

2,298,004

1,729,963

16,278

419,887

2,416

19,825

108,232

1,400

70,613

577

70,036

3,669,953

1,828,245

768,078

1,059,995

2,466

13,633

△2,466

流 動 負 債 3,658,403

支 払 手 形 387,799

買 掛 金 1,394,925

短 期 借 入 金 658,200

１ 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金

958,800

未 払 金 93,923

未 払 費 用 46,722

未 払 法 人 税 等 6,387

未 払 事 業 所 税 17,969

未 払 消 費 税 等 17,409

預 り 金 21,960

賞 与 引 当 金 17,116

設 備 関 係 支 払 手 形 37,189

固 定 負 債 2,755,122

長 期 借 入 金 2,042,300

資 産 除 去 債 務 11,202

繰 延 税 金 負 債 647,589

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 18,447

長 期 預 り 金 35,583

負 債 合 計 6,413,525

純 資 産 の 部

株 主 資 本 1,872,347

資 本 金 630,000

資 本 剰 余 金 136,773

資 本 準 備 金 136,773

利 益 剰 余 金 1,109,729

利 益 準 備 金 157,500

そ の 他 利 益 剰 余 金 952,229

別 途 積 立 金 1,395,866

土 地 圧 縮 積 立 金 21,223

固定資産圧縮積立金 345,042

退 職 手 当 積 立 金 6,000

繰 越 利 益 剰 余 金 △815,902

自 己 株 式 △4,156

評 価 ・ 換 算 差 額 等 827,792

その他有価証券評価差額金 827,792

新 株 予 約 権 5,136

純 資 産 合 計 2,705,275

資 産 合 計 9,118,800 負 債 ・ 純 資 産 合 計 9,118,800

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 13 －

貸借対照表
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損　益　計　算　書

(平成25年４月１日から)平成26年３月31日まで
（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 5,621,017

売 上 原 価 4,970,299

売 上 総 利 益 650,718

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 687,035

営 業 損 失 36,317

営 業 外 収 益 254,482

受 取 利 息 ・ 配 当 金 27,144

不 動 産 賃 貸 料 183,626

原 状 回 復 費 負 担 金 30,450

そ の 他 13,260

営 業 外 費 用 142,090

支 払 利 息 63,408

手 形 売 却 損 等 9,204

不 動 産 賃 貸 費 用 33,203

賃 貸 建 物 減 価 償 却 費 34,701

そ の 他 1,573

経 常 利 益 76,073

特 別 利 益 246

投 資 有 価 証 券 売 却 益 246

特 別 損 失 1,692

固 定 資 産 除 却 損 1,692

税 引 前 当 期 純 利 益 74,627

法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 6,201

法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付
税額

△269

法 人 税 等 調 整 額 △7,993

当 期 純 利 益 76,688

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 14 －

損益計算書
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株主資本等変動計算書

(平成25年４月１日から)平成26年３月31日まで
（単位：千円）

　　　科　　　　目 金　額
株主資本
資本金

当期首残高 630,000
当期変動額

当期変動額合計 －
当期末残高 630,000

資本剰余金
資本準備金
当期首残高 136,773
当期変動額

当期変動額合計 －
当期末残高 136,773

利益剰余金
利益準備金
当期首残高 157,500
当期変動額

当期変動額合計 －
当期末残高 157,500

その他利益剰余金
別途積立金
当期首残高 1,395,866
当期変動額

当期変動額合計 －
当期末残高 1,395,866

土地圧縮積立金
当期首残高 21,223
当期変動額

当期変動額合計 －
当期末残高 21,223

固定資産圧縮積立金
当期首残高 356,523
当期変動額

固定資産圧縮積立金の積立 582
固定資産圧縮積立金の取崩 △12,063

当期変動額合計 △11,480
当期末残高 345,042

退職手当積立金
当期首残高 6,000
当期変動額

当期変動額合計 －
当期末残高 6,000

繰越利益剰余金
当期首残高 △904,072
当期変動額 －

当期純利益 76,688
固定資産圧縮積立金の積立 △582
固定資産圧縮積立金の取崩 12,063

当期変動額合計 88,169
当期末残高 △815,902

－ 15 －

株主資本等変動計算書
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（単位：千円）

　　　科　　　　目 金　額
利益剰余金合計
当期首残高 1,033,041
当期変動額

当期純利益 76,688
当期変動額合計 76,688

当期末残高 1,109,729
自己株式
当期首残高 △3,718
当期変動額

自己株式の取得 △437
当期変動額合計 △437

当期末残高 △4,156
株主資本合計

当期首残高 1,796,096
当期変動額

当期純利益 76,688
自己株式の取得 △437

当期変動額合計 76,251
当期末残高 1,872,347

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金

当期首残高 478,167
当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 349,624
当期変動額合計 349,624

当期末残高 827,792
新株予約権

当期首残高 －
当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,136
当期変動額合計 5,136

当期末残高 5,136
純資産合計

当期首残高 2,274,263
当期変動額

当期純利益 76,688
自己株式の取得 △437
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 354,760

当期変動額合計 431,011
当期末残高 2,705,275

(注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 16 －
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成26年５月21日

日 本 製 罐 株 式 会 社
取締役会　御中

監 査 法 人　 セントラル
代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 泉　　　　智　雄
代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 関　口　　俊　雄

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、日本製罐株式会社の平成
25年４月１日から平成26年３月31日までの第109期事業年度の計算書類、すなわち、貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書につい
て監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は
誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示する
ために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類

及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査
法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な
保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手
するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬によ
る計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適
用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって
行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討す
ることが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の
財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

－ 17 －

計算書類に係る会計監査報告
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

当監査役会は、平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第109期事業
年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ
き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

Ⅰ．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実

施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、

職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通
を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会そ
の他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、
本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適
合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保する
ために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定め
る体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備され
ている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその
構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求
め、意見を表明いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る
事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施し
ているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査
人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社
計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平
成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受
け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度
に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個
別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

－ 18 －

監査役会の監査報告
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Ⅱ．監査の結果
１． 事業報告等の監査結果
（１）事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況
　　　を正しく示しているものと認めます。
（２）取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違
　　　反する重大な事実は認められません。
（３）内部統制システムに関する取締役会決議の内容は、相当であると認
　　　めます。
　　　また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締
　　　役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

２． 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人監査法人セントラルの監査の方法及び結果は相当である
　と認めます。

平成26年５月28日

日本製罐株式会社監査役会

常 勤 監 査 役 小宮山　和　彦　
監 査 役 川　俣　　　靖　
社外監査役 関　根　英　俊　
社外監査役 川　合　正　明　

以　上

－ 19 －

監査役会の監査報告
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、業績の改善がみられたことから、以下のとおり

復配したいと存じます。

期末配当に関する事項

①　配当財産の種類

　　金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

　　当社普通株式１株につき金1.5円といたしたいと存じます。

　　なお、この場合の配当総額は17,353,305円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日

　　平成26年６月30日といたしたいと存じます。

－ 20 －

剰余金の処分の件



2014/05/29 16:51:32 / 13980850_日本製罐株式会社_招集通知

第２号議案　監査役１名選任の件

監査役　西尾文隆氏が、平成26年４月25日をもって辞任いたしましたので、

補欠監査役川合正明氏が同日付就任いたしました。

監査役　川合正明氏が本総会終結の時をもって、任期満了となります。

つきましては、新たに監査役１名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名
(生 年 月 日)

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
株 式 の 数

た

田
がわ

川
まさ

正
ゆき

之
(昭和32年９月４日生)

昭和57年４月

平成13年10月

平成20年４月

平成23年４月

平成26年４月

丸紅株式会社入社

伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社

電磁鋼鈑部電磁鋼鈑第一課長

United Coil Center Ltd. 社長

伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社

電磁鋼鈑部長

鋼材第二本部長補佐

（兼）特板部長

現在に至る

－株

（注）１．上記候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

２．候補者田川正之氏は、社外監査役候補者であります。

３．田川正之氏を社外監査役候補者とした理由は、United Coil Center Ltd.での社長経験

および伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社での、豊富な経験や幅広い見識を活かし、経営全般に

対する監視と適切な助言をいただけるものとして選任をお願いするものであります。

４．田川正之氏は伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社鋼材第二本部長補佐（兼）特板部長であり、同

社は当社の特定関係事業者に該当します。

５．田川正之氏は、当社特定関係事業者である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社より使用人として

給与等を受ける予定があり、過去２年間においても受けております。

－ 21 －

監査役選任議案
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第３号議案　補欠監査役１名選任の件

平成25年６月27日開催の第108期定時株主総会において補欠監査役に選任され

た川合正明氏は、平成26年４月25日をもって西尾文隆氏が監査役を辞任されまし

たので、同日付で監査役に就任いたしました。

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選

任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
株 式 の 数

かわ

川
い

合
まさ

正
あき

明
(昭和37年12月29日生)

昭和60年４月　丸紅株式会社入社

平成21年４月　伊藤忠丸紅鉄鋼米国会社

　　　　　　　ヒューストン支店長

平成23年２月　同社　ロサンゼルス支店長

平成25年４月　伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社

　　　　　　　鋼材第二本部特板部部長代行

　　　　　　　（兼）容器課長

平成26年４月　同社

　　　　　　　鋼材第二本部特板部部長代行

            　当社監査役　現在に至る

－株

（注）１．上記補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

　　　２．候補者川合正明氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

　　　３．川合正明氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社での豊

　　　　　富な経験や幅広い見識を有しておられ、経営全般に対する監視と適切な助言をいただ

　　　　　けるものとして選任をお願いするものであります。

　　　　　なお、同氏は直接経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外監査

　　　　　役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。

　　　４．川合正明氏は、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社鋼材第二本部特板部部長代行（兼）容器課長

　　　　　であり、同社は当社の特定関係事業者に該当します。

　　　５．川合正明氏は、当社特定関係事業者である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社より使用人として

　　　　　給与等を受ける予定があり、過去２年間においても受けております。

　　　６．川合正明氏は、現任の社外監査役でありますが、監査役としての在任期間は、本総会

　　　　　終結の時をもって２カ月となります。また同氏は本総会終結の時をもって、任期満了

　　　　　により退任となります。

以上

－ 22 －

補欠監査役選任議案
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